
公益社団法人千葉県建築士事務所協会 

建築士事務所業務に対する苦情の解決に係る業務実施規程 

 

（目的） 

第１条 この規定は、公益社団法人千葉県建築士事務所協会（以下「本会」という。）が、建築士法第２７条の

５の規定に基づき、建築主その他の関係者（以下「建築主等」という。）からの建築士事務所が行った業務に関

する苦情について、本会がその解決のための業務を行うのに必要な事項を定め、もって苦情の解決に係る業務（以

下「苦情解決業務」という。）の円滑な実施の確保を目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規定において「苦情」とは、次に掲げるものをいう。 

（１）建築士事務所に設計等の業務を委託しようとする建築主等の建築士事務所に対する不満足の表明。 

（２）建築士事務所に設計等の業務を委託した建築主等の建築士事務所に対する不満足度の表明。 

（３）建築士事務所が設計等の業務に関連して取り扱った情報等によって特定される建築主等の建築士事務所に

対する不満足の表明。 

２ この規程において、「申出人」とは、前項に規程する不満足の表明を本会に行った建築主等をいう。 

３ この規程において、「苦情解決業務」とは、申出人の不満足の状態を改善するために行う相談業務及びあっ

旋業務であって、建築物等の調査、鑑定業務は含まない。 

４ この規程において「苦情対象事務所」とは、第１項による「苦情」の対象となった建築士事務所の開設者を

いう。 

５ この規程において「苦情業務」とは、申出人の苦情について当事者間の解決が円滑に行われるよう相談に応

じ助言を行うことをいう。 

６ この規程において「あっ旋業務」とは、申出人の苦情であって当事者間で解決がつかないものについて、当

事者の自主的な解決を促進するため、当事者の間に入って苦情解決のため 側面から支援することをいう。

ただし、その内容が建築士事務所業務の技術的事項で、支援の可能性があるものに限る。 

 

（相談所の設置等） 

第３条 本会は、苦情解決業務を行うため相談所を置き、相談員をこの業務にあたらせる。 

２ 相談所の設置場所は、本会の事務所等とする。 

３ 相談所には、この規程で定めた様式を備え置かなければならない。 

４ 苦情解決業務は、指導委員会（以下「委員会」という。）がその業務にあたり、相談員は委員会委員がその

任にあたる。 

 

（相談員の心得） 

第４条 相談員は、苦情解決業務を行う際、建築士法及び個人情報に関する法律の精神に則り、公正・中立の立

場で速やかに処理しなければならない。 

２ 相談員は、担当する相談事案に関する調査・鑑定業務を受託してはならない。 

３ 相談員は、必要に応じて他の専門機関等の助言を得るなどして、苦情解決業務を適切に行わなければならな

い。 

４ 相談員は苦情解決業務に関して知り得た申出人等の情報を苦情解決業務に必要な範囲を超えて他に漏らし

てはならない。 

 



（相談日等） 

第５条 苦情相談の受付は、土曜日・日曜日及び国民の祝日、年末年始（12 月 28 日から 1月 5日）及び本会で

特別に定めた休日（以下「相談日の休業日」という。）を除く毎日行い、受付時間は午前 9時 30 分から 11時 30

分及び午後 1時 30分から 4時 30 分までとする。 

２ 相談所における相談は必要に応じて開催する。 

 

（本会が対応する苦情） 

第６条 本会が対応する苦情は、下記のいずれかに該当するものとする。 

（１）苦情の対象である建築物が千葉県内に所在する。 

（２）申出人が千葉県内に居住若しくは所在する。 

（３）苦情対象事務所が、千葉県知事に登録した建築事務所である。 

２ 苦情対象事務所が、本都道府県以外に登録している場合であっても、前項第一号及び第二号に該当するとき

は本会が対応する。ただし、苦情対象事務所が登録している都道府県の建築士事務所協会において対応する

ことが適切であると認められる場合には、当該建築士事務所協会と協議して、苦情解決業務の全部または一

部を移管することができる。 

 

（業務相談） 

第７条 申出人は、苦情相談申込書を本会に提出しなければならない。 

２ 前項による苦情相談申込書が本会に到着した時点をもって受付日とする。 

３ 委員会は、必要に応じて面談日時を申出人に通知する。 

４ 相談員は、申し出内容の適切な把握に努め必要な指導、助言を行う。 

５ 相談員は、前項の指導・助言を、申出人からの申出の方法にかかわらず口頭にて行う。ただし、委員会が口

頭以外の方法により行うことが適切であると認めた場合はこの限りではない。 

６ 相談員は、苦情対象事務所に対して行った業務について申出人に報告する。 

７ 相談員は、苦情相談業務記録書を作成し、委員会に提出する。 

 

（苦情対象事務所に対する照会） 

第８条 委員会は、前条に規定する相談業務において必要があると認めるときは、苦情対象事務所に対し苦情の

内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、苦情対象事務所に対し文書若しくは口頭による明又は資料の提出を

求めることができる。 

３ 本会の会員である苦情対象事務所（以下「苦情対象会員」という。）は、前項の規定による求めがあったと

きは正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 

 

（説明又は資料の提出に応じない苦情対象事務所及び苦情対象会員の取り扱い） 

第９条 苦情対象事務所が第８条２項に規定する委員会からの求めに応じない場合、次の措置を講ずる。 

（１）会長は、苦情対象事務所に対し一定の期間を定めて委員会からの求めに応じるよう催告する。この場合、

所定の期間内に委員会からの求めに応じないときは、次号の規定によ苦情対象事務所の登録に係る都道府

県知事（以下「登録都道府県知事」という。）に報告する旨を付記する。 

（２）前号の催告にもかかわらず苦情対象事務所（苦情対象会員及び他の建築士事務所協会会員を除く。）が委

員会からの求めに応じない場合、会長は当該事実を登録都道府県知事に報告する。 

２ 苦情対象会員が、第８条第２項に規定する委員会からの求めに応じない場合、次の措置を講ずる。 



（１）会長は、苦情対象会員に対し一定期間を定めて委員会からの求めに応じるよう催告する。この場合、所定

の期間内に委員会からの求めに応じないときは、次号の規定により苦情対象会員の登録都道府県知事、倫

理委員会に報告する旨及び建築士法第２７条の５第３項の規定の主旨を付記する。 

（３）前号の催告にもかかわらず苦情対象会員が委員会からの求めに応じない場合、会長は当該事実を倫理委員

会に通告するとともに、登録都道府県知事に通告する。 

３ 苦情対象事務所が他の建築士事務所協会の会員であって、第８条第２項に規定する委員会からの求めに応じ

ない場合、次の措置を講ずる。 

（１）前項第１号を準用する。 

（２）前号の催告にもかかわらず苦情対象会員が委員会からの求めに応じない場合、会長は当該事実を苦情対象

事務所が所属する建築士事務所協会会長に通知する。 

 

（あっ旋業務） 

第１０条 申出人または苦情対象事務所があっ旋業務を希望する場合は、あっ旋申込書を提出しなければならな

い。その場合、苦情相談内容が第２条第６項に該当するとき、委員会は双方に対しあっ旋業務への同意を確認し

なければならない。 

２ 申出人と苦情対象事務所双方のあっ旋申込書が提出された時点をもって、あっ旋業務申込みの受理とする。 

３ 委員会は、解決を促進するために必要があると認めるときは、相談員が立会いのうえ話し合いをさせること

ができる。 

４ 相談員は、申出人と苦情対象事務所の双方が解決に努力するよう側面から支援する。 

５ 相談員は、前項の結果をあっ旋業務記録書に記録し委員会に提出する。 

 

（苦情解決業務の終了） 

第１１条 委員会は、苦情解決業務が次のいずれかに該当する場合は当該苦情解決業務を終了或いは停止するこ

とができる。その場合、必要に応じて申出人に理由を記載した書面を交付する。(ｲ) 

（１）申出人が苦情の申出を取り下げたとき。 

（２）申出人が建築主等以外の者であるとき。 

（３）申出内容が建築士事務所が行った業務に関するものでないとき。 

（４）申出内容が他の相談機関若しくは行政機関で対応することが適切であるとき。 

（５）申出内容が申出人の法令違反に関連するものであるとき。 

（６）申出内容に虚偽があるとき。 

（７）申出内容が係争中のものであるとき。（但し、申出人からの聞き取りをして可能な範囲で調査をしておく。

係争終了後事実関係を明らかにする。）(ｲ) 

（８）申出内容が他の機関において調停?あっ旋等に付されたとき。 

（９）出人または苦情対象事務所から、相談員に対して桐喝的、脅迫的、または侮辱的な言動があったとき。 

（１０）申出人の希望が、建築士事務所及び従業者の行政処分その他本会の権限が及ばないものであるとき。 

（１１）申出人が第７条第３項に規定する面談に応じないとき。 

（１２）第９条第１項第１号、第２項第２号及び第３項第２号の規定を適用したとき。 

（１３）申出人があっ旋を望む場合であって、第１０条第１項の申込み前に双方の間で申出に係る苦情について

一切の話合いが行われていないとき。 

（１４）あっ旋について、申出人または苦情対象事務所の同意が得られないとき。 

（１５）申出人または苦情対象事務所があっ旋申込みを取り下げたとき。 

（１６）相談・助言またはあっ旋により解決したとき。 



（１７）申出人と苦情対象事務所との間の意見の乖離が埋まらず、解決の見込みがないとき。 

（１８）申出人から第１２条第１項の個人情報または個人データ提供の同意が得られないときまたは停止の求め

があったとき。 

（１９）苦情解決業務の終了が相当であるとき。 

２ 委員会は、苦情解決業務が終了したときは速やかに苦情解決業務台帳を作成する。 

 

（個人情報の取扱い） 

第１２条 会長は、苦情解決業務を実施するにあたり必要と認められる範囲において、申出人に係る個人情報ま

たは個人データ（個人情報の保護に関する法律第２条第１項の「個人情報」及び同条第４項の「個人データ」を

いう。）及び申出内容を苦情対象事務所及び関係官庁等に提供することができる。 

 

（書類の保存） 

第１３条 本会は、この規定に係る書類を苦情解決業務終了後５年間保存する。 

 

（報告及び啓発） 

第１４条 会長は、必要に応じ年度毎に苦情解決業務実施状況（件数・概況等）を登録都道府県知事に報告する。 

２ 会長は、６ヶ月毎に苦情解決業務実施状況（件数・概況等）を社団法人日本建築士事務所協会連合会に報告

する。 

３ 会長は、６ヶ月毎に苦情内容について参考となる事項を会員に周知し、苦情の発生防止に資するものとする。 

 

（規程の変更） 

第１５条 この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。 

 

附 則 この規程は、令和 3年 10 月 21 日の第４回理事会の決定を受けて施行する。 

 

平成 21 年 1 月 5 日制定 

令和 2年 8月 20 日変更 ※変更箇所があるか要審議 

令和 3年 10 月 21 日変更(ｲ) 


